
○
財
務
省
告
示
第
三
百
四
十
三
号

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
百
二
条
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
輸
出
統
計
品
目
表
及
び
輸
入

統
計
品
目
表
を
定
め
る
等
の
件
（
昭
和
六
十
二
年
六
月
大
蔵
省
告
示
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
以
後
統
計
に
計
上
さ
れ
る
貨
物
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
六
日

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

輸
出
統
計
品
目
表
第
二
九
二
九
・
一
○
号
中

「
1
0
0

－
－

ト
リ

レ
ン

ジ
イ

ソ
シ

ア
ナ

ー
ト

Ｋ
Ｇ

を

」

「
1
0
0

－
－

ト
ル

エ
ン

ジ
イ

ソ
シ

ア
ナ

ー
ト

（
ト

リ
レ

ン
ジ

イ
ソ

シ
ア

ナ
ー

ト
）

Ｋ
Ｇ

」

に

改
め
る
。

輸
出
統
計
品
目
表
第
三
八
二
四
・
九
〇
号
中

「
2
0
0

－
－

修
正

テ
ー

プ
（

交
換

用
の

も
の

を
含

み
、

小
売

用
に

し
た

も
の

に
限

る
。

）
Ｎ

Ｏ
Ｋ

Ｇ
」

を

削
る
。

輸
出
統
計
品
目
表
第
三
八
二
五
・
一
〇
号
中



「
1
1
0

－
－

－
第

8
4
.
7
1
項

の
機

械
の

も
の

Ｎ
Ｏ

Ｋ
Ｇ

を
」

削
る
。

輸
出
統
計
品
目
表
第
七
二
〇
九
・
一
八
号
中
「限

る

」
の
下
に
「も

の
と

し
、

ブ
リ

キ
原

板
を

除
く

」
を
加
え
る
。

輸
出
統
計
品
目
表
第
七
三
〇
七
・
九
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

7
3
0
7
.
9
1

0
0
0

－
－

フ
ラ

ン
ジ

Ｋ
Ｇ

輸
出
統
計
品
目
表
第
八
四
七
〇
・
五
〇
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

8
4
7
0
.
5
0

0
0
0

－
金

銭
登

録
機

Ｎ
Ｏ

輸
出
統
計
品
目
表
第
八
五
一
八
・
二
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

8
5
1
8
.
2
1

0
0
0

－
－

単
一

型
拡

声
器

（
エ

ン
ク

ロ
ー

ジ
ャ

ー
に

取
り

付
け

た
も

の
に

限
る

。
）

Ｎ
Ｏ

輸
出
統
計
品
目
表
第
八
五
二
七
・
一
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

8
5
2
7
.
1
9

0
0
0

－
－

そ
の

他
の

も
の

Ｎ
Ｏ

輸
出
統
計
品
目
表
第
九
〇
〇
六
・
五
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

9
0
0
6
.
5
3

0
0
0

－
－

そ
の

他
の

も
の

（
幅

が
3
5
ミ

リ
メ

ー
ト

ル
の

ロ
ー

ル

フ
ィ

ル
ム

を
使

用
す

る
も

の
に

限
る

。
）

Ｎ
Ｏ

輸
入
統
計
品
目
表
第
〇
一
〇
六
・
一
九
号
中



「
－

－
－

食
肉

目

0
1
2

－
－

－
－

フ
ェ

レ
ッ

ト
Ｎ

Ｏ
Ｋ

Ｇ

を

0
1
9

－
－

－
－

そ
の

他
の

も
の

Ｎ
Ｏ

Ｋ
Ｇ

」

「
0
1
0

－
－

－
食

肉
目

Ｎ
Ｏ

Ｋ
Ｇ

に
」

改
め
る
。

輸
入
統
計
品
目
表
第
〇
一
〇
六
・
三
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

0
1
0
6
.
3
9

0
0
0

－
－

そ
の

他
の

も
の

Ｎ
Ｏ

Ｋ
Ｇ

輸
入
統
計
品
目
表
第
二
九
二
九
・
一
○
号
中

「
0
1
0

－
－

ト
リ

レ
ン

ジ
イ

ソ
シ

ア
ナ

ー
ト

Ｋ
Ｇ

を

」

「
0
1
0

－
－

ト
ル

エ
ン

ジ
イ

ソ
シ

ア
ナ

ー
ト

（
ト

リ
レ

ン
ジ

イ
ソ

シ
ア

ナ
ー

ト
）

Ｋ
Ｇ

」

に

改
め
る
。

輸
入
統
計
品
目
表
第
三
八
二
四
・
九
〇
号
中

「
9
9
1

－
－

－
－

小
売

用
の

容
器

入
り

に
し

た
修

正
液

Ｎ
Ｏ

Ｋ
Ｇ

を
」

削
る
。

輸
入
統
計
品
目
表
第
六
一
〇
六
・
九
〇
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



6
1
0
6
.
9
0

－
そ

の
他

の
紡

織
用

繊
維

製
の

も
の

－
－

ブ
ラ

ウ
ス

、
シ

ャ
ツ

ブ
ラ

ウ
ス

、
オ

ー
プ

ン
シ

ャ
ツ

、
ポ

ロ
シ

ャ
ツ

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

シ
ャ

ツ

0
1
0

－
－

－
し

し
ゆ

う
し

た
も

の
、

レ
ー

ス
を

使
用

し
た

も
の

及
び

模
様

編
み

の
組

織
を

有
す

る
も

の
Ｎ

Ｏ
Ｋ

Ｇ

0
3
0

－
－

－
そ

の
他

の
も

の
Ｎ

Ｏ
Ｋ

Ｇ

0
2
0

－
－

そ
の

他
の

も
の

Ｎ
Ｏ

Ｋ
Ｇ

輸
入
統
計
品
目
表
第
八
二
〇
七
・
九
〇
号
中

「
0
2
0

－
－

作
用

す
る

部
分

に
焼

結
し

た
金

属
炭

化
物

を
使

用
し

た
も

の
Ｋ

Ｇ
」

を

削
る
。

輸
入
統
計
品
目
表
第
八
四
七
一
・
七
〇
号
中

「
0
4
0

－
－

Ｃ
Ｄ

－
Ｒ

Ｏ
Ｍ

装
置

Ｎ
Ｏ

を
」

削
る
。

輸
入
統
計
品
目
表
第
八
五
〇
八
・
一
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

8
5
0
8
.
1
9

0
0
0

－
－

そ
の

他
の

も
の

Ｎ
Ｏ

Ｋ
Ｇ



輸
入
統
計
品
目
表
第
八
五
二
九
・
九
〇
号
中

「
1
2
0

－
－

－
プ

ラ
ズ

マ
式

の
も

の
Ｎ

Ｏ
Ｋ

Ｇ

を
」

削
る
。

輸
入
統
計
品
目
表
第
九
五
〇
三
・
〇
〇
号
中

「
3
2
1

－
－

－
－

紡
織

用
繊

維
の

織
物

製
の

も
の

Ｎ
Ｏ

Ｋ
Ｇ

3
2
2

－
－

－
－

卑
金

属
製

の
も

の
Ｎ

Ｏ
Ｋ

Ｇ

を

3
2
3

－
－

－
－

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

製
の

も
の

Ｎ
Ｏ

Ｋ
Ｇ

」

「
3
2
3

－
－

－
－

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

製
の

も
の

Ｎ
Ｏ

Ｋ
Ｇ

3
2
9

－
－

－
－

そ
の

他
の

も
の

Ｎ
Ｏ

Ｋ
Ｇ

に
」

改
め
る
。


